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コンビニ交付サービスの
臨時休止のお知らせ

戸籍の振り仮名制度が始まります 病児・病後児保育施設の
利用料を助成します

　システムメンテナンスのため、住民票の写し
等の各種証明書の発行を臨時休止いたします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださる
ようお願いいたします。
【システムメンテナンス日】
５月 21日（水）終日
※証明書のコンビニ交付を利用しようとした場
合、メンテナンスの状況によりカードが使用
できない旨のメッセージが表示されることが
あります。

あ町民課　住民担当　う内線 124・125

　令和７年５月 26日に改正戸籍法が施行され、
戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加される
ことになりました。
　このことに伴い、令和７年５月 26 日以降、
本籍地の市町村長から戸籍に記載される予定の
振り仮名が通知されます。越生町では７月に通
知を発送予定です。
　『通知の振り仮名が正しいときは、届出をしな
くても通知のとおり戸籍に記載されます。』窓口
の混雑が予想されますので、『通知の振り仮名が
誤っている場合のみ、マイナポータルもしくは
町民課の窓口に届出をお願いします。』
　なお、振り仮名の届出に手数料はかからない
ため、法務省や市町村に対して金銭を支払うよ
う要求することはありません。詐欺にご注意く
ださい。

あ町民課　住民担当　う内線 124・125

　保護者の子育てと就労の両立を支援するため、
４月１日利用分から、病児・病後児保育施設の
利用料の助成を開始しました。

病児・病後児保育とは
　病気または病気の回復期の児童を、家庭で保
育ができない時、看護師、保育士がいる専用施
設内で一時的に保育するものです。
内　容　越生町内に病児・病後児保育施設はあ

りませんが、近隣の施設を利用した際
にお支払いした利用料が助成の対象と
なります。

対象者　町内に住所を有する者であって、病児・
病後児保育を利用する児童の保護者等

対象児童　病児・病後児保育利用時に町内に住所
を有する児童であって、生後６か月か
ら小学校６年生までの児童

助成金額　児童１人につき１日 2,000 円（上限）　　　
　　　　※連続して利用する場合は５日まで
　　　　※おやつなどの実費負担分は対象にな

りません。
申請方法　以下のものを持って子育て支援課へお

越しください。
　　　　①施設で発行された領収書の原本
　　　　　※基本施設利用料が確認できるもの
　　　　②振込口座が確認できる書類
申請期限　病児・病後児保育を利用した日の属す

る月の末日から起算して１年以内

近隣の対象施設（参考）

  

広 

告

あ子育て支援課　こども担当　う内線 161

施設名 所在市町 利用料金
病児保育室トゥインクル 鶴ヶ島市 町外 5,000 円（日）
病児保育室ピッピ 東松山市 町外 3,000 円（日）
病後児保育室び～のはうす 日高市 町外800円（1時間）

▶
詳
細
は
こ
ち
ら
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防災士資格取得支援
補助制度について

〇補助対象者
　町内在住で、次のすべてにあてはまる方が対
象になります。
➀日本防災士機構の講座を受講し、防災士の資

格を取得しようとする方
➁防災士の資格取得後、防災リーダーとして町

内の自主防犯組織で活動する意思のある方
③町内の自主防災組織に属する方または、行政

区に加入している世帯の方で、自主防災組織
の代表者や区長の推薦を受けた方

〇補助対象経費
　➀防災士研修講座受講料
　➁防災士資格取得試験の受験料
　③防災士認証登録料
〇補助金の額
　補助金の交付額は、予算の範囲内において、
補助対象経費合計額とします。
※講座の受験に伴う、交通費や宿泊料代は補助

の対象になりません。詳しくは下記担当まで。

あ総務課　地域支援・防災安全担当　う内線 216
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告
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告

防災行政無線を用いた
情報伝達試験

越生町個人住宅等リフォーム
補助事業

内　容　町民が自己の居住する住宅を町内の施
工業者を利用して、バリアフリーもし
くはエコリフォーム工事を行う場合、
その経費の一部を補助します。

補助金額　工事に要する経費の 20％に相当する額
（限度額 10 万円）

対象者　町内に居住する方で、次の要件を全て
満たす方

　　　　・町に住民登録をしている方
　　　　・町税の滞納がない方
　　　　・対象工事について、町の他の制度に

よる補助を受けていない方
　　　　・過去にこの制度を利用していない方
対象住宅　・自己の居住住宅
　　　　・マンション等の自己専有部分
　　　　・店舗併用住宅等の住居部分
要　件　・町内の施工業者を利用すること。
　　　　・補助金の交付決定後に着手し、当該

年度の２月末日までに完了すること。
　　　　・以下の対象工事を含み、10 万円以上

の経費を要する工事であること。
対象工事　・手すり設置、段差解消、滑り防止など、

生活を営む上で障壁（バリア）とな
っているものを改良、改善する工事

　　　　・二重サッシや複層ガラスへの取替え
　　　　・外壁、天井または床の断熱材の施工　等
あ産業観光課　観光商工担当　う内線１４7

　地震や武力攻撃などの発生に備え、情報伝達
試験を行います。この試験は全国瞬時警報シス
テム ( Ｊアラート ) を用いた試験で同様の試験
が全国的に実施されます。
　　日　　時　５月 28 日 ( 水 )　午前 11 時頃
　　　　　　　予備日　６月 25 日 ( 水 )
　　内　　容　町内 43 か所に設置している防

災行政無線の放送塔から次の内
容を一斉放送します。

　　放送内容　①「( アラーム音 ) これはＪアラ
ートのテストです。」×３回繰
り返し

　　　　　　　②「こちらは防災おごせです。
　　　　　　　　 ( アラーム音 )」
　　あ総務課　地域支援・防災安全担当
　　　う内線 216
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